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第 1 章 人材育成基本方針の見直しについて 

１．はじめに 

現在の地方自治体は、人口減少や財政状況の厳しさ、住民ニーズの多様化などに直面し

ており、こうした課題に的確に対応するためには、従来の行政運営の枠組みを超えた取組が

求められています。特に、デジタル技術の進展を背景に、行政の在り方そのものが問われる

中、職員一人ひとりの能力向上と職場環境の変革が不可欠になっています。 

国においても、令和５年１２月に策定された「人材育成・確保基本方針策定指針」において、

急速に変化する行政課題への対応力を高めるための人材育成の重要性や、多様な人材の確

保、働き方の多様化に応じた職場環境の整備について言及されました。 

本市では、平成２７年３月に「西条市人材育成基本方針」を改定し、目指すべき職員像や求

められる能力を明確化するとともに、計画的かつ体系的な研修等を通じて、職員力の向上

に取り組んできました。 

しかしながら、改定から１０年が経過し、行政課題の複雑化・多様化が進む中、これまでの

延長線上の取組だけでは対応が困難になりつつあることから、自治体職員に求められる能

力や資質を再定義した上で、職員がその力を十分に発揮できる育成体制と職場環境の再構

築が求められています。 

こうした状況下にあって、今後の自治体運営においては、単なる業務効率化や行政サービ

ス向上にとどまらず、行政運営そのものを変革する「デジタルトランスフォーメーション

（DX）」の推進が極めて重要です。 

そこで本市では、時代の要請とこれまでの取組を踏まえ、「西条市人材育成基本方針」の

改定を行うことにより、職員一人ひとりが能力を最大限に発揮し、市民の期待に応えられる

よう、専門性や課題解決力の向上、デジタル技術への対応力を強化するとともに、働きがい

のある職場環境づくりを推進します。 

これらの取組を通じて、「LOVE SAIJO」をキャッチフレーズとして、職員の地域に対する

貢献意欲を育みながら、本市の将来都市像である『人がつどい、まちが輝く、快適環境実感

都市』の実現を目指します。 

 

２．改定の背景 

本市を取り巻く環境は、少子高齢化に伴う人口減少、多様化する市民ニーズなど、急速な

変化を見せています。一方、内部環境に目を向けると、職員数の減少に伴う一人当たりの業

務負担の増加や、中堅・若手職員の離職率上昇、時代に即した組織体制の見直しなど、職員

を取り巻く環境は大きく変化しています。このような変化の中においても、多様な行政課題

に対応しつつ行政サービスを維持し続けるためには、職員一人ひとりの能力を最大限に引

き出し、組織全体のパフォーマンスを向上させることが重要であります。 
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国の「人材育成・確保基本方針策定指針」においても、デジタル技術を活用した人材育成

や、多様な働き方に対応した職場環境整備などが求められています。 

また、本方針は、本市の最上位計画である「第３期西条市総合計画」に掲げる将来都市像

『人がつどい、まちが輝く、快適環境実感都市』の実現に資する人材育成を目的としており、

各種施策の着実な推進を支える基盤となるものです。令和７年度に改定されたこの総合計

画と連動した人材戦略の構築は、持続可能な行政運営を図る上でも不可欠となっています。 

さらに、急速な社会の変化や行政の在り方の見直しが求められる中で、令和７年３月に

「西条市ＤＸ推進戦略」を改定し、単なる業務効率化を超えた「行政の再設計（リデザイン）」に

よって、市民の多様なニーズに対応し、より良い暮らしの実現を目指す姿勢を明確にしまし

た。このような社会変化や価値観の多様化が進む中、職員には、これまでの前提を問い直し、

自ら考え、組織を柔軟に変えていく力が強く求められています。 

以上のことを踏まえ、社会変化に柔軟に対応し、行政サービスを維持・向上させるととも

に、職員一人ひとりが能力を最大限に発揮できる組織体制を構築するため、人材育成基本

方針を改定することとしました。 

 

３．改定の目的 

本改定の目的は、急速に変化する社会情勢や行政課題に的確かつ柔軟に対応し、持続可

能な地域社会の実現に向けて、組織全体として新たな価値を創造できる職員を育成するこ

と、職員が最大限に能力を発揮できる職場環境を整備することです。 

そこで本方針では、以下の４点を重点方針に位置づけます。 

１．地域課題解決能力の向上: 

地域の実情を深く理解し、デジタル技術やデータを活用しながら自ら課題を定義・分析

するとともに、課題解決に向けた戦略とプロセスを描き実行できる人材を育成する。 

２．組織の枠を超えた協働推進: 

市民・事業者・庁内他部局といった多様な主体と連携しながら組織の壁を超えた協働を

促進するとともに、新たな価値を共創しながら柔軟かつ迅速に事業を推進できる人材を

育成する。 

３．チームによる目標達成力の向上: 

部や課、チームで目的や方針を共有し、実現に向けて改革マインドを持って実践と評価

を繰り返すことによって、組織全体の目標達成力を高める職場環境を整備する。 

４．職員の挑戦と成長を支援する組織文化の醸成: 

自らの成長や目標達成に向けて失敗を恐れず試行錯誤する職員を後押しし、明るい雰

囲気の中で互いを尊重しながら意見交換できる風土を醸成することで、職員の挑戦と内

発的な成長を支援し、組織全体の活性化につなげる職場環境を整備する。 
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第２章 目指す人材像と求められる能力・姿勢 

１．目指す人材像 

本市では、「人がつどい、まちが輝く、快適環境実感都市」の実現に向けて、職員一人ひと

りが地域課題を主体的に捉え、自律的かつ柔軟に課題解決に取り組むことができる職員の

育成を目指しています。また、令和７年３月に改定された「西条市ＤＸ推進戦略」では、「市民

目線に立ち、行政を再設計（リデザイン）すること」を基本理念に掲げ、従来の発想にとらわ

れず、未来志向で新たな形を創造していくことを目指しています。 

予測困難な現代社会においては、変化に柔軟に適応しながら、常により良い行政の在り方

を模索する力が不可欠であり、こうした背景を踏まえると、人材育成においても既存の制度

や常識を一度問い直し、真に市民にとって価値のある行政を構想・実践する力を育むことが

重要となります。 

そこで、本方針では、全体最適の視点で多様な主体と相互に協力し合い、高め合いながら

新たな価値を提供できる人材を育成することを基本指針とし、人材像を以下のとおり整理

します。 

 

 

（本方針の人材像の柱） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未来
志向

自律

成長

協働
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（１）目指す人材像 

① 将来都市像や組織の目標を俯瞰的に捉え、広い視野と先見力をもって、

社会の変化を活かすことのできる人材【未来志向】  

将来都市像や組織の目標を俯瞰的に捉え、行政の枠や前例・慣例に固執すること

なく、広く社会環境に目を向けながら高い視座で地域課題を解決に導くことのでき

る職員を目指します。常に変化する社会の動向や技術の進展を察知し、行政の在り

方を変革しながら、中長期的な視点で創意工夫をもって価値やしくみを創造する先

見力が求められます。 

 

② 地域の実情を深く理解し、主体的に課題解決に取り組む人材【自律】 

市民の立場に立って地域の実情を捉え、課題を自ら見出し、柔軟に対応できる職

員を目指します。上司や組織からの指示を待つのではなく、目的を自ら設定し、必

要な情報を収集・分析した上で、課題解決に向けた戦略と行動を構想し実践する力

が求められます。 

 

③ 多様な関係者と連携し、組織を超えて協働を推進できる人材【協働】 

所属や立場の違いを越えて、庁内外の関係者と信頼関係を築き、共通の目的に

向けて協働できる職員を目指します。個別最適ではなく全体最適の視点に立ち、部

門横断的な連携や協力を通じて、新たな価値の創出に挑む姿勢が求められます。 

 

④ 前向きな挑戦意欲や向上心を持ち、周囲と共に挑戦と成長を共創でき

る人材【成長】 

変化や困難に対して前向きに挑戦し、自らの成長に意欲を持ち続けるとともに、

互いを尊重し高め合いながら、安心して意見が言える雰囲気をつくることができる

職員を目指します。自らの挑戦と成長にとどまらず、周囲の後押しもできる姿勢が

求められます。 

 

 

この人材像は、職員一人ひとりが自らの行動指針として意識すべき能力や姿勢を示すも

のです。単にスキルや知識を高めるだけではなく、行政と組織の枠にとらわれず、将来に目

を向けた全体最適の視点に立ちながら多様な主体と協働し、ＤＸ推進や新しい価値を生み

出せる力を持つ人材を育成することを意図しています。 

 

 



6 

 

２．職員に求められる能力・姿勢 

目指す人材像に基づき、各職位で特に求められる能力・姿勢を示します。ここに示す要素

は主要なものであり、これら以外にも各部署や担当業務において様々な要素が考えられま

す。硬直的に考えずに、一人ひとりが内容をよく把握し、眼前にある課題に向き合いつつ、目

指す人材像の実現のためには何が足りないか、何が必要か考え、成長と能力発揮をするこ

とが求められます。 

 

（１）役職・職位に応じて特に求められる能力・姿勢 

 

（●：その職階で養い、求められる能力・姿勢） 

 能力・姿勢の種類 

 

期待される役割 主 事 ～

主査級 

監 督 職

（ 係 長

～ 副 課

長級） 

管 理 職

（ 課 長

～ 部 長

級） 

★課題発見・企画立案 

課題の存在を認識し、その課題の本質を把

握するとともに、柔軟な思考により、様々な

制約条件を踏まえて実効性のある解決策を

立案する。 

● ● ● 

★組織マネジメント 

組織内の業務プロセスを整える等、円滑な

運営と効果的な部門活動を実現するため

に、計画・管理・調整を行う。 

 ● ● 

★危機管理 （リスクの

特定、対応策） 

日頃からリスクへの備えを行い、緊急の事態

に対し迅速かつ適切に状況判断し対応す

る。 

● ● ● 

専門知識・技術 

職務に必要な専門的な知識やスキルを身に

付け、状況に応じて適切に活用することで、

仕事の質を高める。 

● ● ● 

★分析理解 

仕事の目的や市民、組織から期待されてい

る内容を的確に把握し、複数の問題を分類・

整理することにより政策に役立てる。 

● ● ● 

デジタルリテラシー  

デジタルの知識や新たな技術にアンテナを

張り、セキュリティや利便性を認識し、活用

の判断ができる。 

● ● ● 

★コミュニケーション 

相手の立場・気持ち・背景を踏まえて聴き取

り、必要な情報を整理して、わかりやすく簡

潔に伝えることで、円滑な意思疎通を行う。 

● ● ● 
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★折衝・調整 

相手の意図や感情に的確に対応しながら、

利害や立場の違いを整理し、相互の信頼関

係に基づく合意・協力を引き出す。 

● ● ● 

協調性 

他者を尊重し、仕事や情報・経験を共有しな

がら、円滑な関係性を築き、協力・協働す

る。 

● ● ● 

★リーダーシップ 

目標や方向性を示し、周囲の意欲を引き出

し、有機的に連携させながら、組織としての

成果達成に向けて強力に推進する。 

● ● ● 

★指導・育成 

部下の意欲や能力、適性を理解し、その能力

を向上させるための指導・育成を積極的に

行う。 

 ● ● 

★自己成長意欲 

目標をもち、継続的に学習に取り組み、他者

からのアドバイスを求め、成長しようと能動

的に学ぶ姿勢がある。 

● ●  

★変革・改善 

現状にとらわれず、課題に対し、業務の在り

方やその仕組み（ルール・プロセス・文化）を

変革・改善し、新たな価値を創出するために

挑戦する。 

● ● ● 

★職務遂行 
業務の目的・役割を理解し、責任をもって確

実にやり遂げる。 
● ● ● 

★市民的視野 
市民目線をもち、市民ニーズを的確に把握

し、職務を遂行する。 
● ● ● 

★自己管理 

自己の心身の状態を適切に管理し、困難な

状況においても、自己を見失わず、プレッシ

ャーやストレスに上手く対応しながら職務を

遂行する。 

●   

公務意識 

全体の奉仕者としての使命と責務を自覚

し、高い倫理感の下、法令・服務規律を遵守

し、公私にわたり社会の規範となる行動を

とる。 

● ● ● 

★：人事評価における能力評価の対象項目（なお、●のうち、以下の項目は一部の階層のみ

評価対象） 

管理・監督職のみ対象：リーダーシップ   一般職のみ対象：自己成長意欲、職務遂行 

 

※継続勤務（役職定年制）職員・再任用職員・会計年度任用職員に求められる姿勢 

全体の奉仕者である公務員としての職責を自覚し、組織の一員として上司の指示に
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従い、周囲と協力をしながら責任をもって業務を正確かつ適切に遂行することが求め

られます。 

加えて、継続勤務（役職定年制）職員及び再任用職員には、長年にわたり各分野で培

ってきた豊富な知識や経験を活かしながら業務の遂行や上司をサポートしつつ、時には

後進への助言や支援を通じて自身の知識や経験、ノウハウを後進へ伝承することが求

められます。  

 

 

第３章 人材育成の取組 

 

１．人材育成の現状と課題 

現在、本市の人材育成の取組は大きく４つあります。職員の自発的な学習意欲を支援する自

己啓発支援、職場内で業務を通じて、部下等を育成する職場研修（ＯＪＴ）、内部研修や外部の

研修機関への派遣研修などの職場外研修（Ｏｆｆ-ＪＴ）、そして人事評価制度などの人事管理で

す。 

今回、「西条市人材育成基本方針改定」に関する職員アンケートの結果から、人材育成で力を

入れるべき分野の回答項目で最も高かったものが、「業務における経験・知識の蓄積」

（52.0％）であり、ＯＪＴは育成において重要な手法であると考えられます。しかしながら、各職

場において、職員数の減少に伴う業務負担の増加や各分野で複雑化・多様化する行政課題へ

の対応に追われている厳しい現状があります。 

 

 

また、職員の価値観の変遷にも目を向けると、職員アンケートで、「仕事に対する「やりがい」
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を感じ、持続・増進させるためには何が必要だと思いますか」という設問の回答が平成２６年

度のアンケート時、上位３項目は、「職場のコミュニケーションの円滑化」「適正な業務配分」「仕

事や能力に対する適正な評価」でした。今回のアンケートでは、「仕事や能力に対する適正な評

価」「適正な業務配分」「仕事の成果に応じた報酬」が上位３項目でした。さらに、本市が選ばれ

る職場になる効果的な項目として、「仕事の成果に応じた報酬」に続き「ワーク・ライフ・バラン

スの組織的な推進」が高い項目でした。この結果から、業務を効率的に終え、プライベートの時

間の確保を行う効率志向の人材が増えていると言えますが、職場のコミュニケーションの重要

性に対する意識が低下している側面から、職場のコミュニケーション量が減少している可能性

も考えられます。加えて、近年、多様な経験を経て入庁する職員の割合が増えています。人材

の多様性が高まり、即戦力の人材の獲得につながっている一方で、職場のコミュニケーション

が不足しやすい状況の中、各部署において多様な人材に合わせた指導・育成に苦悩しているこ

とが考えられます。 

これらの現状を踏まえ、これまでのＯＪＴのノウハウでは実施することが困難になっていたり、

育成効果が低下していたりする可能性があり、各現場のＯＪＴについて、Off-JT や自己啓発支

援の効果的な活用を含めた育成体制のアップデートを図っていく必要性があります。 
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西条市が選ばれる職場になるには何が効果的と思いますか。

（複数回答）
合計 / 職員全体の意識改革

合計 / 組織の目標･方針の明確化

合計 / ワーク・ライフ・バランスの組織的な推進

合計 / メンター制度の充実

合計 / 人事評価制度を活用した人材育成

合計 / 仕事の成果に応じた報酬2

合計 / 研修の充実による人材育成

合計 / プロジェクトチームの活用

合計 / 職員提案制度

合計 / 職員の希望、キャリアデザインを考慮した

人事異動
合計 / 他団体への職員派遣

合計 / 民間企業への職員派遣

合計 / 自己啓発への支援

合計 / 職場の魅力発信の強化

合計 / その他
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さらに、山積する行政・地域課題や職員数減少に伴う労働力不足など、組織内外の課題に対

応するため、課題解決力や各分野の専門的な知識・技能とＤＸを推進できる素養の育成が求め

られます。そのためには、多様な人材を受容し育成できるＯＪＴ体制の強化、職員個々の意欲に

応じた自己啓発支援、本市主催の内部研修や外部の研修機関を活用した育成プログラムの整

備、人材を効果的に育成・活用できる人事管理が重要になります。 

自己啓発支援、ＯＪＴやＯｆｆ-ＪＴ、人事評価制度を連動させる仕組みを推進しつつ、本市の求

める人材の育成や専門的な知識・技能の養成を行い、職員の挑戦と成長を支援する組織文化

の醸成を目指します。 

 

２．具体的な取組 

（１）多様な研修形式による人材育成 

職員研修は、職員自身が自発的に取り組む自主研修（自己啓発）、職場において上司・先

輩等が日常の業務を通して行う職場研修（ＯＪＴ）、日常の職場以外で専門的な知識や技能

などを習得するために行われる職場外研修（Ｏｆｆ-ＪＴ）があります。また、本市のＤＸを推

進する上で、より効果的な職員の能力開発を進めるため、プロジェクト活動をはじめとし

た実践的な手法による人材育成に取り組みます。これらの研修手法を効果的に連携させ、

それぞれのメリットを活かしながら人材育成を推進します。 

 

（ア）自主研修 

自主研修は、職員自らが問題意識をもって、新しい知識を吸収し、自己改革を行いな

がら新しい能力を身に付けていく研修です。職員の自己啓発を推進するため、自発的な

研修受講を支援する「自己啓発研修」や「ワーキンググループ」などの自主研究グループ

の活用を促し、職員個々の学習ニーズに応じた研修機会の提供により、企画立案・政策

形成能力や専門知識及びデジタルスキルなど各種能力の向上を図ります。 
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仕事に対する「やりがい」を感じ、持続・増進させるためには何が

必要だと思いますか。
合計 / 希望に合った人事異動

合計 / 仕事や能力に対する適正な評価

合計 / 適正な業務配分

合計 / 仕事の成果に応じた報酬

合計 / 適正な昇任管理

合計 / 職場のコミュニケーションの円滑化

合計 / 職場における仕事の目標、目的の

明確化
合計 / 職務遂行にあたっての担当者の

権限拡大
合計 / 希望に合う能力開発機会の提供

合計 / 仕事と生活の調和への配慮
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（イ）職場研修（OJT） 

OJTは、人材育成の中心となるものであり、各職場では、業務に関する問題解決と知

識・技能の習得が自発的・日常的に行われるものです。職員アンケート結果でＯＪＴにつ

いては、「行っている」が 33.1%と半分に満たない数値になっており、ＯＪＴの重要性は

認識しつつも、育成ができていないことが考えられます。 

今後、ＯＪＴを行いやすい体制の整備に向け、ＯＪＴに関する内部研修の実施を行うな

ど、職員のサポート体制を強化していきます。 

 

（ウ）職場外研修（Ｏｆｆ-ＪＴ） 

社会情勢の変化を見据えつつ、目指す人材像に向けた戦略的な内部研修の実施を行

います。他自治体等と広域的に連携した実施も視野に検討を進めていきます。また、職

員それぞれのキャリア・専門性向上に向けて外部の研修機関の活用に取り組みます。 

 

・ 内部研修の充実 

内部研修は本市が実施する職員研修であり、本方針で掲げる人材像を育成する

ための重要な手段の一つです。役職・職位に応じて求められる能力・姿勢を習得で

きる研修を実施し、職員一人ひとりの成長を支えながら、全職員が学び続ける組

織文化の醸成を進めます。 

併せて、ＤＸ推進に必要なマインドやスキル、業務改善への意識を高める研修を

通じて、全職員が自ら考え、行動し、時代の変化を好機と捉え、活かす力を養うこと

を目指します。 

 

・ 市町村アカデミー等外部の研修機関の活用 

自治大学校や市町村アカデミー等の外部の研修機関を活用し、各部署及び職員

の研修ニーズに即した育成を図るとともに、それぞれのキャリア・専門性向上に向

けて引き続き力を入れて取り組みます。 

制度の運用において、職員の自発的な学習意欲を重視し、基本的には公募方式

とし、より高度な知識・技能を養い、社会変化に対応できる広い視野と柔軟性のあ

る行動力を持った職員の育成を図ります。 

 

（エ）全職員が目指すＤＸの担い手育成 

DXの推進は、一部の専門部署や技術職だけが担うものではなく、すべての職員が主

体となり、協働しながら変革を進めていく取組です。 

本市では、全職員の底上げを図る育成段階の設定とプロジェクト活動などを通した

実践型人材の育成により、職員が成長しながらＤＸの担い手として活躍できる体制を目

指します。 
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すべての職員が自身の役割と成長段階を認識するとともに新たな価値の創造に主体

的に取り組み、変革への意識を広げることによって、組織全体としてＤＸを推進する文

化を育みます。 

 

・ ＤＸの担い手の段階的育成 

デジタルリテラシーやデータ利活用の基礎的な知識を備え、業務の効率化や改

善を実践できる人材から、より高度な課題解決力と周囲を巻き込みながら変革を

推進することのできる人材まで、段階的に育成を行うことで、組織の育成と個人の

成長を後押しします。  

これは、個々の成長を支援するだけではなく、全職員が自らの業務の中でＤＸに

主体的に取り組み、業務改善や新たな価値創造に挑戦する文化を定着させること

を目的としています。 

併せて、ＤＸの担い手を認定する仕組みを目指し、全職員がＤＸの担い手として

の意識を共有し、互いに学び合い、協働しながら行政の再設計（リデザイン）を進め

ることで、持続的に変化を生み出す組織づくりを推進します。 

 

・ 実践型プログラムの実施 

庁内横断チームを組成し、実践的な課題解決型プロジェクトを通じて、ＤＸに必

要なマインドやスキルの習得を図る「DX人材育成プロジェクト」を実施します。メン

バーは、プロジェクト運営に必要なスキルを習得し、実践の中で活用・共有しながら

互いに高め合うことでスキルの定着を図ります。また、構成される各グループでは、

設定されたテーマに基づき課題を設定し、戦略とプロセスを描きながら課題解決

に取り組むことで、主体的な課題設定力・協働力・デジタル活用力を効果的に高め

ます。 

 こうしたプロジェクトの実行を通じて、将来的なＤＸの中核を担う人材を育成す

るとともに、全体最適の視点をもった持続可能な行政運営の基盤づくりを推進し

ます。 

 

（２）人を育てる人事管理 

本市では、人事管理を含め、総合的な人材育成につなげるため、人事評価の適正運用

や人事異動によるジョブローテーション等を戦略的に行い、組織力の向上やキャリア形成

につなげます。 

 

（ア）人事評価 

人事評価制度の運用上の問題点は、職員アンケートから、評価と目標設定の項目で表

れています。まず、「評価のフィードバックが行われなかった」が 23.5％、「面談を行っ

ていない」が 20.0％でした。次に、目標設定の回答項目では、「目標の立て方がわから
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ない」「上司から組織目標について説明がなかった」「組織の目標が不明確で個人目標

が立てにくかった」といった回答の割合が 20.1％でした。 

人事評価を適切に運用していくためには、全職員が、本方針で掲げる人材像や求め

られる能力・姿勢などを十分理解し、自身の評価を通し、能力開発に努める必要があり

ます。加えて、管理職においては、面談等を通し、部下職員に「気づき」を提供し、部下職

員の能力開発につなげることが求められており、部下職員の評価・育成に向けた意識改

革に取り組む必要があります。 

そこで、管理職に求められる評価能力や全職員の目標設定力の向上に向けた研修等

を強化し、効果的な指導・育成や組織の活性化を図ります。 

 

（イ）ジョブローテーション（人事異動） 

ジョブローテーションにより、組織を活性化させるとともに、職員の能力開発という

面で重要な役割を担っています。長期的な視点での人材育成や職員の適性把握を念頭

に置き、特に若年層の職員においては、異なる行政分野の職務を体験し、幅広い職務を

経験させるジョブローテーションの実施に努めます。 

 

      

第４章 人材確保の取組 

１．人材確保の現状と課題 

これまで、学生向け説明会、ホームページ等での採用情報の発信、インターンシップの実施を

行い、採用試験の応募者の確保に努めてきました。しかしながら、近年、人口減少の進展に伴

い、厳しい採用活動に直面しています。 

様々な企業・団体で人手不足が生じ、人材獲得競争が激化している状況に加え、転職市場の

活発化による中途退職者の増加により、人員の確保が難しい状況が続いています。特に建築

士や土木技師、保健関係等の資格職をはじめ、ＤＸや新たな政策課題の解決に向けた専門的な

知識・経験を有した人材の採用など、専門人材を確保することが困難を極めています。 

こうした現状は、職員の年齢構成比に偏りが生じ、ノウハウの継承がこれまで以上に大きな

問題となることが考えられます。本市職員の年齢構成は３０代後半から４０代前半と２０代の職

員が少なく、少子高齢化の進展を踏まえると、今後も２０代職員の大幅な増加は見込めず、定

年引上げに伴う継続勤務により、人員の確保やノウハウ継承問題について一定程度寄与する

ものの根本的な問題の解決には至りません。今後も安定的な行政サービスの提供を行うため

には、人材確保が喫緊の課題になります。 
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・職員の年齢別構成 

【令和２年】                         【令和７年】 

 

 

今後、人材確保を推進するにあたって、採用広報やインターンシップの強化と試験方式の工

夫がこれまで以上に重要になります。しかし、これらを効果的に取り組むためには、就職活動を

めぐる環境の変化を捉えておく必要があります。まず一つは、学生の就職活動の早期化です。

これは、インターンシップで取得した学生情報を採用選考活動等に活用することができるよう

になったことが一因で進んでいます。次に、採用情報についてですが、ＳＮＳの発達や求人サー

ビスの多様化など、インターネット上で就職活動者が得られる情報量が増加しており、効果的

な発信をしなければ、膨大な情報量の中に埋もれてしまうことが考えられます。さらに、職場説

明会や採用試験においてＷｅｂ会議等の普及により、オンライン面接など、場所にとらわれない

柔軟な就職活動環境が整備されています。 

これらの現状を踏まえ、本市の求める人材の“質”と“量”を確保するため、採用広報やインタ

ーンシップ等の強化、就職活動者が受けやすい試験方式や能力・資質を適正に評価できる試験

内容の工夫等に取り組んでいきます。なお、これらの取組を進める上で最も大事なことは、本

市の求める人材要件と本市で働きたい意志と資質を持った人材がマッチすることです。 

そのため、本市が採用時に求める人材を「「行動力」「協調性」「向上心」を持ち、“人がつどい、

まちが輝く”西条市を市民と共に創造していける人材」と位置づけ、戦略的な人材確保体制を

推進していきます。 
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２．具体的な取組 

（１）情報発信の強化 

現在、本市ではＳＮＳ等を活用した採用試験情報の発信を実施しているほか、市の仕事

内容を知ってもらうため、インターンシップ・職場見学等を行っています。特に、インターン

シップについては、公募範囲の拡大を図るとともに、可能な限り実務経験の機会提供やそ

のフィードバックにより、参加者自身に適性の見極めや能力の伸長、キャリア形成支援が

できるよう取組を進めていきます。 

 

（２）採用方法の多様化（採用試験の工夫） 

新たな職員を確保するためには、まず本市の職員採用候補者試験を受験いただくこと

が必要となります。より多くの方に採用試験を受けていただけるよう、試験回数の検討や

テストセンター方式、オンライン受験など需要に応じた環境を提供できるよう、今後も受

験しやすい環境づくりを推進していきます。 

 

（３）専門人材の確保・活用 

各種臨時的に生じる新たな行政需要に機動的に対応するため、高度な専門知識や業務

経験を有する外部の専門人材を任期付職員や非常勤職員として活用するなど、迅速かつ

柔軟な手法を検討します。 

また、各自治体で専門人材の確保が困難となる中、近隣自治体と共同して必要な専門

人材や知見の確保に取り組むことを検討します。 

 

  

第５章 職員が能力を発揮できる職場環境の整備 

 

１．職場環境の現状と課題 

 これまで本市では、職場環境の整備を「学習的な職場環境づくり」と「働きやすい職場環境づ

くり」の２つを軸にして取り組んできました。その中で主に、管理職の意識改革の推進、健康管

理、ハラスメント対策、ワーク・ライフ・バランスの推進を行ってきました。 

 しかしながら、今回の職員アンケートのうち、職場環境に係る４つの設問について、平成２６

年度に実施した職員アンケートと、今回のアンケート結果を比較した結果、回答者数や割合に

差異はあるものの、平成２６年度調査時から、ほとんど進展していない状況と言えます。 
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【平成２６年度】                       【令和６年度】 

 
 

 

 

 

 

 

 

前述の４つの設問項目は、「学習的な職場環境」と「働きやすい職場環境」の基礎的な項目で

あり、その推進にあたって課題が残っている現状と言えます。 

次に、第３章の１で挙げましたが、ワーク・ライフ・バランスを重視する傾向を踏まえ、環境整

備を進める必要があります。近年、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の

福祉に関する法律」及び「次世代育成支援対策推進法」の改正に伴い、子どもの年齢に応じた

柔軟な働き方や介護離職の防止など、仕事と育児・介護の両立に向けた取組に対し、社会的関

心が高まっています。働く価値観や社会情勢を踏まえ、性別や年代を問わず、育児や介護など

様々な事情を抱える職員が継続して勤務できる環境を整備することが求められています。加

えて、健康管理の分野では、全国的に地方公務員のメンタルヘルス不調による休職者数は増加

傾向で、本市においても平成２６年度時点と比較してもメンタルヘルス不調による休職者数が

高止まりしている状況です。そのため、長時間勤務者に対する健康確保措置の実効的な運用に

加え、予防から復帰支援を含めた包括的なメンタルヘルス対策に取り組むことが必要です。 

また、ハラスメントは、職員の能力発揮を阻害し、公務能率の低下を招くことから、ハラスメン

ト防止措置についても、引き続き取り組むことが必要です。 

これらを踏まえると、全ての職員がその能力を最大限に発揮し、限られた時間で効率良く高

い成果を上げることができる職場環境を整備することが求められています。その実現に向け

ては、ライフステージの変化やライフイベントを迎える場面においても、ワーク・ライフ・バランス

を保ちながら、意欲を持って職務に従事できる「働きやすい職場環境」と、職員同士が学び合

い、組織全体で知識・経験を共有し、新たな価値を生み出す「学習的な職場環境」の実現が必須

であることから、引き続きこれら２つを軸とした環境整備に取り組みます。 
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２．具体的な取組 

（１）働きやすい職場環境 

（ア）心理的安全性の向上 

心理的安全性とは、組織の中で自分の考え、気持ち等を誰に対してでも安心して発

言できる状態を言い、心理的安全性が高い職場では、誰もが質問したり、思いついたア

イデアを率直に提案したりできます。これにより、職員や組織の力が発揮されやすくな

り、課題解決力や生産性が向上する好循環をもたらします。職員同士が前向きに意見を

交わし、よりよい仕事を目指して協力し合える関係性やチーム文化を育む上でも、心理

的安全性の確保は重要な取り組みです。 

心理的安全性を確保する上で、ハラスメントの防止の取組は基礎的であり重要な要

素になります。なぜなら、ハラスメントは職員の仕事に対するモチベーションの低下やメ

ンタルヘルスの不調を引き起こす重大な要因となります。まずは、職員一人ひとりがハ

ラスメントに対する自覚と認識を高め、お互いの人格・人権を尊重し、倫理意識の向上

を図り、働きやすい職場環境づくりに向けた取組を進めます。 

 

（イ）ワーク・ライフ・バランスの推進 

職員がやりがいや充実感を感じながら生き生きと働くためには、仕事と家庭、地域生

活などとの調和を図ることが必要です。 

そのために、時間外勤務の縮減や育児や介護など様々な事情を抱える職員が継続し

て勤務し、能力を発揮する体制づくりのため、研修等を通じてタイムマネジメントやタス

クマネジメント力の向上を図るとともに、仕事と家庭生活の両立を支援する手段として、

テレワークや時差出勤等の環境を整備します。 

 

（ウ）健康管理・メンタルヘルス対策の強化 

良質な行政サービスを提供するためには、職員自身が心身ともに健康であることが

大前提です。そのために、「職員本人によるケア（セルフケア）」、「管理監督者によるケア

（ラインによるケア）」、「職場内の健康管理スタッフによるケア」、「庁外専門機関による

ケア」の４つのケアを継続的かつ計画的に行います。また、長時間勤務者に対して医師

による面接指導などの健康確保措置の実効的な運用に加え、メンタルヘルス対策に積

極的に取り組んでいきます。 

 

（２）学習的な職場環境 

（ア）組織内コミュニケーションの活性化 

個人の知識や経験を組織全体に循環させるには、組織内コミュニケーションが必要不

可欠です。そのため、部署横断的な研修や勉強会等を通し、職員同士の円滑なコミュニ

ケーションを促し、情報共有や協働を促進します。それらの経験を通し、垣根を超えた学
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習と協働の創発を目指します。 

部署や世代を越えたオープンな交流の機運の醸成や、学習した知識、事例などナレッ

ジの共有、部門や役職を超えたプロジェクト活動の機会を通して、組織内コミュニケーシ

ョンの活性化を推進します。 

 

（イ）所属や組織の枠を超えた活動による学習の推進 

所属や組織の枠を超えて、職員が趣味・特技の活用ややりたいことを実現する機会を

設けることは、人材育成やモチベーションの向上につながり、業務への好影響が期待さ

れます。そのため、庁内インターンシップによる他部署の業務経験や、兼業規制の緩和

による他組織等での活動が可能となる制度を検討し、そこで得られた新たな視点や専

門知識、スキルを組織へ還元できる体制づくりを進めていきます。 
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